
平成２５年度 入札契約制度等の改正概要について 
 

 本市では、入札契約等における、より一層の透明性・公平性の向上と、工事等における

適正な履行と品質確保を図るとともに、公共工事からの暴力団等の排除を強化するため、

平成２５年度より次のとおり入札契約に関係する制度の改正を行うこととしました。 

（施行日 平成２５年４月１日） 

 

１ 入札契約事務における暴力団等の排除に係る制度改正（資料１ 参照） 

 

鶴岡市が発注する建設工事、測量・設計業務、物品購入及び各種業務委託等（以下「鶴岡市が

発注する建設工事等」という。）の入札契約から暴力団等を排除するため、次のとおり取組みを強

化いたします。 

 

（１） 入札参加資格審査申請要領（建設工事、測量・コンサル、物品役務）の一部改正について 

（平成２５年４月１日以降の随時受け付けから適用） 

○ 申請資格として、契約に関する規則第８条第１項「暴力団排除条項」（平成２５年３月１日改

正）に該当しないことを追加します。 

○ 申請時の提出書類に、「暴力団排除に関する誓約書」（以下、「誓約書」という。）を追加しま

す。 

※１ 経過措置として、平成２４年度末までに登録済みの業者等については、平成２５年度

において、鶴岡市が発注する建設工事等を受注した際に、「誓約書」を契約書類に添付し

て提出をお願いします。なお、「誓約書」の提出は、建設工事、測量・コンサル、物品役務

の登録業種ごと、市との初回契約時にのみ提出いただくこととします。 

    ※２ 平成２６・２７年度の業者登録の更新時には、改めて登録申請を行う全ての業者等から

「誓約書」を提出していただきます。 

 

（２） 小規模修理修繕契約希望者登録要領の一部改正について 

（平成２５年４月１日以降の随時受け付けから適用） 

○ 申請資格として、契約に関する規則第８条第１項「暴力団排除条項」（平成２５年３月１日改

正）に該当しないことを追加します。 

○ 申請時の提出書類に、「誓約書」を追加します。 

※１ 経過措置として、平成２４年度末までに登録済みの業者等については、平成２５年度

において、鶴岡市が発注する小規模修理修繕を受注した際に、「誓約書」を契約書類に添

付して提出をお願いします。なお、「誓約書」の提出は、市との初回契約時にのみ提出い

ただくこととします。 

    ※２ 更新時には、改めて登録申請を行う全ての業者等から「誓約書」を提出していただきま

す。 



 

（３） 建設工事条件付及び格付指定型一般競争入札実施要綱の一部改正について 

○ 入札参加資格に、契約約款第４９条第１項第６号「暴力団排除条項」に該当しないことを追

加します。 

 

（４） 物品購入、印刷物製造請負及びその他契約する場合について 

○ 契約書等（契約書又は請書）に、「暴力団排除に関する特約条項」を添付する。 

※ただし、契約書又は請書に「暴力団排除条項」がある場合は不要とします。 

 

 

 

２ 建設工事元請下請関係適正化指導要領の制定について（資料２ 参照） 

 

    建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）の一部改正に伴い、特定建設業者及び下

請負人が、その請け負う工事における下請負人等の保険加入状況を把握することを通じて、

適正な施行体制の確保に資するよう、平成２４年１１月１日以降に特定建設業者が発注者と締

結した請負契約に係る建設工事について、施工体制台帳等の記載事項に健康保険等の加入

状況が追加されることとなりました。また、下請契約等においても暴力団排除の条項を追加す

ることとしたことから、これまでの建設工事元請下請関係適正化指導要領について次のとおり

改め、制定いたします。 

 

○ 施工体制台帳の作成等の記載事項に健康保険等の加入状況を追加します。 

○ 下請契約から暴力団等を排除するため、下請契約書に「下請解除条項」（下請けからの暴

力団排除条項）を規定することとします。 

○ 元請及び下請が暴力団等から不当な要求を受けたときは、警察署への通報及び市への報

告が義務付けられました。 

 

 

 

３ 建設工事請負契約約款及び各種業務委託契約約款の一部改正について 

（別添 約款参照） 

    政府契約の支払い遅延防止法に関する法律（昭和２４年法律第２５６号）第８条第１項に

規定する政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率は、以下のとおり改正されたことに伴

い、建設工事請負契約約款及び各種業務委託契約約款に規定されている遅延利息の率を

次のとおり改正します。 

     「年３．１パーセント」 → 「年３．０パーセント」 

 

 



 

４ 地域建設業経営強化融資制度に係る取扱要綱の適用期間を延長 

    国土交通省が平成２０年８月の「安心実現のための緊急総合対策」を受けて創設した、

『地域建設業経営強化融資制度』に係る債権譲渡承諾事務等取扱要綱の適用期間を、平

成２６年３月３１日まで延長いたします。 



鶴岡市契約に関する規則の一部改正（H25.3.1改正済み）
《改正内容》　○契約の解除規定に「暴力団排除条項」を追加（第8条第1項）

入札参加資格審査申請要領の一部改正（建設工事、測量コンサル、物品役務）
《改正内容》○申請資格に、契約に関する規則第8条第1項「暴力団排除条項」に該当しないことを追加
　　　　　　  ○提出書類に、「暴力団排除に関する誓約書」を追加

建設工事条件付及び格付指定型一般競争入札実施要綱の一部改正
《改正内容》○入札参加資格に、契約約款第４９条第1項第6号「暴力団排除条項」に該当しないことを追加

建設工事及び各種業務委託契約約款　（平成24年4月1日改正済み）
《改正内容》○発注者の解除権に「暴力団排除条項」を追加

請書（参考様式）に、発注者の解除権として「暴力団排除条項」を追加

競争入札参加資格者指名停止要綱　（平成24年4月1日改正済み）
《指名停止事由》○指名停止事由の「暴力団排除条項」を一部改正

建設工事元請下請関係適正化指導要領の一部改正
《改正内容》　○下請からの「暴力団排除条項」を追加
　　　　　　　　　　 ○暴力団等からの不当要求時の通報義務等を追加

小規模修理修繕契約希望者登録要領の一部改正
《改正内容》○申請資格に、契約に関する規則第8条第1項「暴力団排除条項」に該当しないことを追加
　 　　　　　 ○提出書類に、「暴力団排除に関する誓約書」を追加
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①下請報告書（様式１）
②下請業者一覧表（様式２）
③施工体系図（様式３）
④施工体制台帳（様式４）
〈添付書類〉
⑤規則第１４条の２第２項に
掲げる書類(契約書の写し、
監理技術者証の写し等）

鶴岡市
（発注者）

元請
（注文者）

下請
（請負者）

２次以下の下請
（請負者）

下請発注額3,000万円以上
（建築一式4,500万円以上）

工事請負
契約

施工体制台帳等
の提出・掲示

①下請報告書（様式１）
②下請業者一覧表（様式２）
（添付書類）
③下請契約書の写し

250万円超の工事

工事現場に施工体制台帳を
置き、施工体系図を掲示

施工体制台帳
等の作成

《整備書類》
①労働者名簿
②賃金台帳

《整備書類》
①労働者名簿
②賃金台帳

報告を求める
ことができる

報告を求める
ことができる

必要に応じて下請の施工能力事項及
び下請工事内容等を記載した書類の
提出を求めることができる。

 施工体制台帳等の
 　　　内容確認
 
　工事担当課長は、提
出書類等の確認事項に
違反の疑い又は事実が
有る場合は、契約担当
課長へ報告

・労働環境整備
・雇用管理体制
・関係法令の遵守

・労働環境整備
・雇用管理体制
・関係法令の遵守

要領の遵守

選定要件に留意し、下請代
金の支払条件等を遵守

選定要件に留意し、下請代
金の支払条件等を遵守

・要領の適正な施行
（指導等に従わない場合又は
指導事項について適切と認
めがたい場合は、指名停止を
行う。）

（様式２－１及び様式２－２）
健康保険等加入状況を項目に
追加

「又は仕様書等で提出が求め
られている場合を追加

（様式４－１及び様式４－２）
健康保険等の加入状況を項目
に追加

「契約解除条項」を規定しなけ
ればならない。

暴力団等からの不当な要求を受けたときは、ただちに、警察
署へ通報及び市へ報告。

《制度の目的》　鶴岡市が発注する建設工事を施工するに当たって、元請と下請との関係の適正化を図ることを目的とし、市が指導、助言及び勧告を
　　　　　　　行うための基準として、元請と下請が遵守すべき必要な事項を定める。

事実確認の上、適切に対応
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